
　組合の要求である「基準内賃金×３ヶ月」では、今年の新入社員は２４，０００円、
２年目は１８，０００円、３年目は１２，０００円、４年目は６，０００円の上乗せとなり
ます。

　会社は２０２３年４月１日から新卒者のみなさんには、基本給＋初任給特別措置額
（１年目８，０００円・２年目６，０００円・３年目４，０００円・４年目２，０００円）を
支給しています。支給対象者は２０２０年度の新卒者からです。初任給特別措置額
は基準内賃金ではないのでボーナスの支給計算には反映されていません。
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